
　４． 共同受注に関する事業

　　組合が取引の主体となって注文を引き受け、その注文を組合員に下請させるこ

　とにより、取引範囲の拡張、取引条件の改善を図る。

　５． 共同保管に関する事業

　　組合員の事業に必要な物資又は製品（商品）を、組合で共同倉庫を設置して保管

　し、保管経費の引下げ、物資又は製品（商品）の保全、又は価格の維持を図る。

　　取　扱　品　目　　　　Ａ　品　　　　　Ｂ　品　　　　　Ｃ　品

　　年 間 保 管 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トン

　　保 管 手 数 料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

　　保管手数料高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　６． 共同運送に関する事業

　　組合員の委託を受けて、その事業に必要な物資を組合員の取引先等に運送し、

　運賃の引下げ又は運送物の保全を図る。

　７． 共同検査に関する事業

　　組合員の委託をうけて、組合員の事業に必要な設備、原材料、製品などの検査

　を行い、品質の維持向上、規格の統一、声価の発揚を図る。

品 名 受 注 量 受 注 高 手数料率 手数料高

円 ％ 円

品 名 運送数量 運 送 高 手数料率 手数料高

円個 ％ 円


